
 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 公共下水道使用料システム 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道使用料の賦課・徴収 

記録項目 

1 整理番号、2 氏名、3 住所、4 電話番号、5 世帯人数、6 引落

口座、7使用量、8使用料 

記録範囲 公共下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所上下水道部下水道課 

（所在地）稲沢市石橋六丁目 82 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 農業集落排水施設使用料システム 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 農業集落排水施設使用料の賦課・徴収 

記録項目 

1 整理番号、2 氏名、3 住所、4 電話番号、5 世帯人数、6 引落

口座、7使用量、8使用料 

記録範囲 農業集落排水施設使用者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所上下水道部下水道課 

（所在地）稲沢市石橋六丁目 82 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 コミュニティ・プラント排水施設使用料システム 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 コミュニティ・プラント排水施設使用料の賦課・徴収 

記録項目 

1 整理番号、2 氏名、3 住所、4 電話番号、5 世帯人数、6 引落

口座、7使用量、8使用料 

記録範囲 コミュニティ・プラント排水施設使用者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所上下水道部下水道課 

（所在地）稲沢市石橋六丁目 82 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 稲沢市統合型ＧＩＳ（受益者負担金） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 受益者負担金の賦課・徴収 

記録項目 

1 整理番号、2 氏名、3 住所、4 電話番号、5 口座情報、6 賦課

面積、7賦課金額、8納付状況 

記録範囲 受益者 

記録情報の収集方法 本人、総務部課税課 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所上下水道部下水道課 

（所在地）稲沢市石橋六丁目 82 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 排水設備工事台帳 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 排水設備設置状況管理 

記録項目 

1整理番号、2氏名、3住所、4電話番号、5世帯人数 

記録範囲 
公共下水道接続者、農業集落排水施設接続者、コミュニティ・

プラント施設接続者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所上下水道部下水道課 

（所在地）稲沢市石橋六丁目 82 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 


